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世界がもし「日本」だったら



• Most used social media 2021 | Statista（色掛け、合計値は筆者）

Global social networks ranked by number of users 2021

Most popular social networks worldwide as of July 

Facebook 2853

YouTube 2291

WhatsApp* 2000

Instagram 1386

Facebook Messenger* 1300

Weixin / WeChat 1242

TikTok 732

QQ 606

Douyin** 600

Telegram 550

Sina Weibo 530

Snapchat 514

Kuaishou 481

Pinterest 478

Reddit* 430

Twitter 397

Quora* 300

16690



• Most used social media 2021 | Statistaを加工
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デジタルプラットフォームの特徴
企業結合規制の重要性と課題

 ネットワーク効果

 規模・範囲の経済

 データの重要性

 Tipping、ロックイン、参入障壁

 現状維持バイアス、デフォルトバイアス

 二重の役割（dual roles）、自己優遇等

 エコシステムの在り方を一方的に決める地位（rule setter）









日経パソコン（2006年12

月25日号）「ネット上を
騒がせた2006年版 5大
ニュース」



2010/01/27
日経産業新聞 4ページ
（注：Googleによるダブル
クリック買収は2008年）



「時事深層グーグル、泥
臭くヤフー追撃」日経ビ
ジネス2010年02月08日号



公取委(令和3年2月17日)デジタル・プラットフォーム事業者の取引慣行等に関する実態調査
(デジタル広告分野)について(最終報告)48-49頁
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デジタルプラットフォームの特徴
企業結合規制の重要性と課題

 ネットワーク効果

 規模・範囲の経済

 データの重要性

 Tipping、ロックイン、参入障壁

 現状維持バイアス、デフォルトバイアス

 二重の役割（dual roles）、自己優遇等

 エコシステムの在り方を一方的に決める地位（rule setter）



水平的な規模の拡大

 ネットワーク効果、規模の経済性、データ集積（後記）による支配的地位確立・強化

（考慮要因）

 当事会社の規模

 マルチホーミング、ロックイン、データポータビリティ等

 利用者のバイアス、「アテンション」の集中

 参入障壁、等

＊競争促進効果と相互運用・相互接続



潜在的競争者・スタートアップ企業を消滅
させることによる支配的地位維持

＊キラー買収（Killer acquisition）

＊新規参入者と連携することで、支配的プラットフォームとその提携企業が提供す
る一連のサービス群（エコシステム）を構築することができる企業の買収も、競争
者が出ないようにしておく戦略の一つでありうる。

＊内部資料の重要性

＊イノベーションへの影響について



投入要素へのアクセス困難化・
組み合わせ提供による排除

投入要素・組み合わせ提供されるものの例：データ、API、アルゴリズム、クラウ
ド・サービス、検索結果上１ページ目・高順位に表示されること等（ただし、デー
タは別途）

（考慮要因）

・能力とインセンティブ

・能力については利用者のバイアスも考慮すべき

＊「二重の役割」



データ集積・利用

 投入要素としてのデータ：パーソナライゼーション、アルゴリズムのトレーニング等

（考慮要因）

・データ：他の方法により取得不可能、量、即時性、範囲

・ポータビリティ、相互接続・運用

・法律等によるアクセスさせることに対する制限

＊利用方法がある程度わからないと

＊様々な財の提供から取得しうる（共通ID）/

差別的扱いが可能なら…



ライバル等からの機微情報入手

 ライバルに対して競争上優位に

 競争、脅威となりそうなライバルの存在をつきとめる上ためにも利用されている
との指摘

（考慮要因）

・他の手段では獲得することができない機微情報か



公取委審査例の検討

 「 ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ及び㈱ドワンゴによる共同株式移転」『平成26年度における主要な企業結合事例について』事例８
（2015年6月10日公表）

 「ヤフー㈱による㈱一休の株式取得）」『平成27年度における主要な企業結合事例について』事例８（2016年6月8日公表）

 「エムスリー株式会社による株式会社日本アルトマークの株式取得に関する審査結果について」（2019年10月24日公表）

 「Ｚホールディングス株式会社及びＬＩＮＥ株式会社の経営統合に関する審査結果について」（2020年8月4日公表）

 「グーグル・エルエルシー及びフィットビット・インクの統合に関する審査結果について」（2021年1月14日公表）

※ セールスフォース・ドットコム・インク及びスラック・テクノロジーズ・インクの統合（2021年7月1日公表）



検討 悪影響発生機序

〇公取委は、様々な悪影響発生機序を考慮

〇潜在的競争者・スタートアップ企業の統合による悪影響は検討された
ことなし

〇公表文中で各事例及び財について生じる可能性のある悪影響の検討結
果が網羅的に書かれているわけではない（→審査体制に関係して後述）



検討 デジタル経済の特徴

〇マルチホーミング、間接ネットワーク効果、ロックイン等について検
討

〇消費者が実際にいかなる行動をとるかについて

〇ライバルの供給能力に関する言及

〇ライバル・需要者からの競争圧力の検討について（ロックイン、間接
ネットワーク効果、デフォルトバイアス・現状維持バイアス等）



検討 将来予測・行動変容

〇当事会社が行う具体的計画がないとしていたことにも関わらず、ZDH・LINE統合事例で
コード決済とこれ以外の事業から得られるデータがコード決済にかかる地位を強化する可能
性を肯定

〇グーグル・フィットビット統合事例で当事会社が健康関連データをターゲティング広告に
利用する可能性を考慮

＊市場で事業能ZDH・LINE統合事例では、公表文書からは必ずしも明らかでなものの、
コード決済から得られるデータを利用して他の力を強める可能性を考慮したことも伺える

〇同時に単なる憶測にならないようにすることが課題

※「事業能力」概念について：コード決済から得たデータを他のサービスで利用し地位を強
める可能性を、コード決済市場について分析する箇所で言及



審査体制・手続的側面の検討

〇現状把握・予測の困難性

〇第三者の関与

〇専門的知見の活用

〇公取委の人的資源・予算

〇証拠収集の方法・範囲等



公取委のリソースに対する懸念

公取委は、日本の経済規模、所轄事項の広範さ、競争政策を実現する日
本における唯一の行政機関としての地位等に照らして、十分な予算・定
員を与えられていないのでは？

必要なリソース

 データ等を集め解析

 専門的知見・分析能力、必要なら外注

 公取委内部の人員・時間



Budget (USD 
million)

Number of 
officials (total)

Number of 

officials 

(merger 
review)

GDP 

(USD 
million)

Japan 104.3 839 44 5346540
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/AR(2020)18/en
/pdf

Korea 158 655 16 2209424
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/AR(2020)19/en
/pdf

Australia 182.215 1105 1346385
(include budgets/staff for comsumer protection 
activities)

https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/AR(2020)1/en/
pdf

US 1724 21433226
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/AR(2020)36/en
/pdf

(US FTC) 137 1130 ('maintain competition' only)

(US DOJ A.D.) 165 594

EU 130 (110 EUR) 779 68 24036219
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/AR(2020)37/en
/pdf

Germany 51 (43 EUR) 335 4474719

Italy 69 (58.9 EUR) 280 2468700
(include budgets/staff for comsumer protection 
activities)

https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/AR(2020)17/en
/pdf

UK 41.6 (33 GBP) 586 139 2950091 (139 members of staff worked in markets and mergers)
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/AR(2019)35/en
/pdf

NOTE 1) US FTC revenue premerger filing fees  129,585 thousands (FY2019) https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/agency-financial-report-
fy2019/ftc_agency_financial_report_fy2019.pdf

NOTE 2) US DOJ Antitrust Div. Filing Fee Revenue Amount Included in Appropriations Bill ($ in thousands) in FY2019 136,000USD <https://www.justice.gov/atr/appropriation-figures-antitrust-
division>



令和元年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調
査事業費（我が国及び主要国での企業結合審査等における経済分析の活用
等に関する調査））調査報告書」から



内部資料

〇内部資料の重要性

（内部資料 ｖ パブリックドメインに属する情報は勿論、第三者・専
門家がもつ情報・知見）

〇ZDH・LINEにおける考慮

〇自己に不利な文書を提出・作成しない動機と対応



企業結合完了後の審査等の可能性

〇届出義務がなく、相談も行われなかった事例について

〇株式買増しについて

〇公取委が排除措置命令をしないとの通知を行った事例について

〇介入の必要性



独占的状態の規制（8条の４）

抑制的であるべき理由

・企業結合審査で手抜き

・投資インセンティブへの悪影響（？）

・混乱等（？）



「独占的状態の規制」の現代化

2条7項柱書き

同種の商品の価額又は国内において供給された同種の役務の価額の政令
で定める最近の一年間における合計額が千億円を超える場合における当
該一定の商品又は役務に係る一定の事業分野において、次に掲げる市場
構造及び市場における弊害があることをいう。



「独占的状態の規制」の現代化

2条7項1号

当該一年間において、一の事業者の事業分野占拠率（当該一定の商品並
びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内にお
いて供給されたもの又は国内において供給された当該役務の数量（数量
によることが適当でない場合[は]価額…) のうち当該事業者が供給した当
該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の
商品又は役務の数量の占める割合をいう。…）が二分の一を超え、又は
二の事業者のそれぞれの事業分野占拠率の合計が四分の三を超えている
こと。



「独占的状態の規制」の現代化

2条7項2号

他の事業者が当該事業分野に属する事業を新たに営むことを著しく困難
にする事情があること。

◎重要性



「独占的状態の規制」の現代化

2条7項3号

当該事業者の供給する当該一定の商品又は役務につき、相当の期間、需
給の変動及びその供給に要する費用の変動に照らして、価格の上昇が著
しく、又はその低下がきん少であり、かつ、当該事業者がその期間次の
いずれかに該当していること。

イ 当該事業者の属する政令で定める業種における標準的な政令で定め
る種類の利益率を著しく超える率の利益を得ていること。

ロ 当該事業者の属する事業分野における事業者の標準的な販売費及び
一般管理費に比し著しく過大と認められる販売費及び一般管理費を支出
していること



「独占的状態の規制」の現代化

8条の４第1項

独占的状態があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する
手続に従い、事業者に対し、事業の一部の譲渡その他当該商品又は役務
について競争を回復させるために必要な措置を命ずることができる。た
だし、当該措置により、当該事業者につき、その供給する商品若しくは
役務の供給に要する費用の著しい上昇をもたらす程度に事業の規模が縮
小し、経理が不健全になり、又は国際競争力の維持が困難になると認め
られる場合及び当該商品又は役務について競争を回復するに足りると認
められる他の措置が講ぜられる場合は、この限りでない。



事業支配力の過度集中規制（9条）も
現代化

9条3項「事業支配力が過度に集中すること」の定義

・会社及び子会社その他当該会社が株式の所有により事業活動を支配し
ている他の国内の会社の総合的事業規模が相当数の事業分野にわたつて
著しく大きいこと、

・これらの会社の資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力
が著しく大きいこと

・これらの会社が相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞ
れ有力な地位を占めていることにより、

国民経済に大きな影響を及ぼし、公正かつ自由な競争の促進の妨げとな
ることをいう。


